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　１１月７日（月）にサイエンス交流プラザにて、インボイス
制度講習会を開催しました。講師の河合中小企業診断士・社
会保険労務士事務所の河合正尚様より、インボイス制度の概
要とあわせ、電子帳簿保存法の実務上対応のポイントについ
ても分かりやすく解説していただきました。
　今後もインボイス制度の講習会を実施していく予定です。
会員の皆様におかれましてはインボイス制度について理解
を深めていただき、早めの対応をお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症の影響により令和元
年度を最後に中止となっていました、「子ども商店
街」を３年ぶりに開催します。子どもたちに模擬店の
企画から商品販売までの実体験を通して、社会性
や主体性を学ぶ場を青年部が提供しており、地域の
皆様にも大変好評を頂いております。多数の応募
の中、当選した子どもたちが１１月から青年部員の
サポートを受け、お店の出店準備を進めていきま
す。開催当日には、是非ともご来場いただき、子ども
たちの元気一杯な声と商店街での販売活動をお楽
しみいただければと思います。

　11月15日（火）に名古屋市の河村市長へ鳴海・有松・守山
の3商工会で構成する名古屋市商工連合会から、①経営支
援の確立への配慮、②運営に対する財政的支援の維持・拡
充、③新型コロナウイルス感染症及び原油・原材料等の高騰
への支援、などの諸課題について陳情を行いました。市長か
らは「具体的な施策を提案して欲しい。」との回答をいただ
きました。
　なお当商工会の森会長が今年度は名古屋市商工連合会の
会長も務めています。

　当会館2階のトイレの洋
式化が11月2日に完了し
ました。
　今後3階トイレも会館利
用者のご要望を聞きながら
洋式化を進めてまいります。

インボイス制度講習会

子ども商店街3年ぶり開催決定！ トイレの
改修が完了

名古屋市へ陳情に
行ってきました

　９月２５日（日）に好天のもとで守山区区民まつり「区制
６０周年記念  元気まつり守山」が小幡の三菱電機グランドで
開催されました。新型コロナの影響により３年ぶりの開催と
いうこともあって会場は多くの区民で賑わいました。商工会
からも今年度購入したキッチンカーの参加など飲食を中心に
１１店が出店、集まった皆さんに大変喜んでいただきました。
　出店頂きました皆様には厚く御礼申し上げます。

　１１月６日（日）にしだみ古墳群ミュージアムにおいて、恒
例となっている「しだみ古墳群ミュージアム秋マルシェ」が開
催され青年部と女性部合同で出店を行いました。
　青年部では、子どもたちを中心に楽しんでいただこうと、ビ
ニール風船くじを行いました。くじ引きは多くの子どもや親子
が列を作る賑わいとなりました。
　女性部はフランクフルトの販売を行いましたが、お昼過ぎで
完売となり、子どもから大人まで喜んでいただき大盛況となり
ました。
　このしだみ古墳群ミュージアム秋マルシェに出店し、青年
部・女性部の事業が、来場者の方の良い思い出づくりに役
立っていることが実感でき非常に有意義なものでした。

　９月２９日（木）に「事業承継セミナー」を開催しました。
　第１部では、愛知県事業承継・引継ぎ支援センター統括責
任者の今西昭一様から「事業承継・引継ぎ支援センターの
活用の仕方」につきまして、説明を行っていただきました。ま
た、第２部では、講師に、英傑育成座の神尾弘和様をお招き
し、「徳川三代に学ぶ事業承継」をテーマに講演いただき、徳
川三代の事例を交えて、事業承継には、「現経営者の思いを
正しく繋いでいくことが大切である。ということを、非常にわ
かりやすくお話しいただきました。」

日　時 令和５年１月２８日（土）、２９日（日）１１：００～１6：００

場　所 イオン守山店1階専門店北入口

【 協 賛 企 業 】

【協賛企業数 19社】
（五十音順　敬称略）

優 勝
熊谷 貴彦 様

ベストレディ賞
青井 康子 様

愛知県中小企業共済協同組合
アサヒビール㈱　名古屋工場
㈱アブサダ
㈲魚こう
㈲大塚塗装
大森電機㈱
㈲サン・プログレス
㈲鈴木製作所 
㈱ダイナゴン 
㈱田中葬具店
㈱ナカシロ

㈲長縄造園
名古屋税理士会 名古屋北支部
パン屋さん　キキ
ビクトリア珈琲㈱
㈱不二屋　ナフコ不二屋
㈱ホテルプラザ勝川
森藤技研工業㈱
脇田ボデー工業㈱

　10月17日（月）に緑ヶ丘カンツリークラブにて105名に参
加いただき、盛大に開催しました。ご協賛を頂きました企業の
皆様には厚く御礼申し上げます。

第２8回謝恩ゴルフハーフコンペ

事業承継セミナー

事　業　報　告 事　業　報　告

守山区区民まつり

しだみ古墳群ミュージアム
秋まつり（青年部・女性部）
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務

無料個別相談会随時受付中
わからないことはすぐに解決しましょう！

愛知県大河ドラマ「どうする家康」

観光推進協議会からのお知らせ

守山商工会では、定例にて各種専
門分野の個別相談会を開催してお
りますので、お気軽にご利用下さ
い。（要予約） ※相談員の都合によ
り日程が変更になる場合がござい
ますので、必ず予約してからご相
談にお越し下さい。

運転資金、設備資金、開業資金など
資金繰りの相談にご利用下さい。

日本政策金融公庫 毎週火曜日 13時～15時
日本政策金融公庫 名古屋中支店担当者

毎週第2木曜日 13時～15時
名古屋市小規模事業金融公社担当者

名古屋市小規模事業金融公社

月2回不定期 10時～16時
税理士 岸本 寛子

随時受付
社会保険労務士 松下 操

毎月第3金曜日  13時～16時
愛知県弁護士会

相続・贈与・譲渡・法人税に関することなど

労使関係のトラブル、各種助成金の申請など

取引先とのトラブル、権利関係など
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お子さまの教育資金を「国の教育ローン」　　　　　　がおサポート！
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。

ご 融 資 額 お子さま１人あたり 350万円以内

※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得132万円）以内
の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得
356万円）以内の方」は、年1.55％（令和４年11月１日現在）

　愛知県、県内市町及び観光団体等は、2023年大河ドラ
マ「どうする家康」の放送を契機に、本県の「武将観光」を
全国に広くPRし、観光誘客の拡大と周遊観光の促進を図
るため、「愛知県大河ドラマ『どうする家康』観光推進協議
会（以下、協議会）」を2022年2月に設立しました。
　協議会では、観光誘客と県内周遊観光を促進するとと
もに、本県の観光土産品の販売を促進するため、ロゴマ
ーク及びキャラクターのデータを事業者の皆様に無償で
提供いたします。
　利用を希望する事業者の皆様は、
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kanko/ieyasul
ogo-shinsei.htmlをご確認ください。

金　　　利 年1.95％　固定金利

ご返済期間 18年以内
お使いみち 入学金、授業料、教科書代、アパート･マンションの敷金･家賃など
ご返済方法 毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
保　　　証 （公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

（※）教育ローンも事業資金もインターネットでお申込が可能です。詳しくは公庫 HPをご覧ください。

詳しくは、ＨＰ 教育ローンコールセンター

までお問い合わせください。または 
で検索

国の教育ローン

0570-008656
☎(03)5321-8656または

観光土産品　認証マークについて

従業員の万一の労働災害や予期せぬ失業
に備え、労働保険の加入は欠かせません。
商工会では、労働保険の事務委託を行って
います。労働保険（労災保険・雇用保険）
の加入や更新など諸手続きを商工会で行っ
ていただくことができます。一人親方保険も取り扱っています。
受注や人材確保を考える上でも、労働保険の加入の必要性は、
ますます高まっています。
労働保険の加入には、商工会の事務委託をご利用ください！

労働保険に加入しましょう
労働保険の事務委託は、商工会へ！

特別加入や一人親方保険への加入も可能です！

商工会労働保険事務委託

中小企業の事業主の皆さまへ

月６０時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます

２０２３年４月１日から

◆改正のポイント→中小企業の月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金率が５０％になります

◆深夜・休日労働の取扱い

◆代替休暇

１か月の時間外労働
１日８時間・１週 時間
を超える労働時間

時間以下 時間超

大企業

中小企業

１か月の時間外労働
１日８時間・１週 時間
を超える労働時間

時間以下 時間超

大企業

中小企業

（ 年３月 日まで）

月 時間超の残業割増賃金率
大企業は ％（ 年４月から適用）

中小企業は ％

（ 年４月１日から）

月 時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに ％
※中小企業の割増賃金率を引き上げ

➢ 年４月１日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。

深夜労働との関係

月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50％以上の率
で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

　月60時間を超える時間外労働を深夜（22：00～5
：00）の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率
25%＋時間外割増賃金率50%=75%となります。

　月60時間を超える法定時間外労働を行った労働
者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の
支払の代わりに有給の休暇（代替休暇）を付与す
ることができます。

◆就業規則の変更

　割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変
更が必要となる場合があります。

休日労働との関係

　時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行
った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に
行った労働時間は含まれます。
（※）法定休日労働の割増賃金率は35%です。
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無料個別相談会随時受付中
わからないことはすぐに解決しましょう！

愛知県大河ドラマ「どうする家康」

観光推進協議会からのお知らせ

守山商工会では、定例にて各種専
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りますので、お気軽にご利用下さ
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ますので、必ず予約してからご相
談にお越し下さい。

運転資金、設備資金、開業資金など
資金繰りの相談にご利用下さい。

日本政策金融公庫 毎週火曜日 13時～15時
日本政策金融公庫 名古屋中支店担当者

毎週第2木曜日 13時～15時
名古屋市小規模事業金融公社担当者

名古屋市小規模事業金融公社

月2回不定期 10時～16時
税理士 岸本 寛子

随時受付
社会保険労務士 松下 操

毎月第3金曜日  13時～16時
愛知県弁護士会

相続・贈与・譲渡・法人税に関することなど

労使関係のトラブル、各種助成金の申請など

取引先とのトラブル、権利関係など

金 

融

税 

務

法 

律
懇切
丁寧
懇切
丁寧

秘密
厳守
秘密
厳守

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」　　　　　　がおサポート！
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。

ご 融 資 額 お子さま１人あたり 350万円以内

※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得132万円）以内
の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得
356万円）以内の方」は、年1.55％（令和４年11月１日現在）

　愛知県、県内市町及び観光団体等は、2023年大河ドラ
マ「どうする家康」の放送を契機に、本県の「武将観光」を
全国に広くPRし、観光誘客の拡大と周遊観光の促進を図
るため、「愛知県大河ドラマ『どうする家康』観光推進協議
会（以下、協議会）」を2022年2月に設立しました。
　協議会では、観光誘客と県内周遊観光を促進するとと
もに、本県の観光土産品の販売を促進するため、ロゴマ
ーク及びキャラクターのデータを事業者の皆様に無償で
提供いたします。
　利用を希望する事業者の皆様は、
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kanko/ieyasul
ogo-shinsei.htmlをご確認ください。

金　　　利 年1.95％　固定金利

ご返済期間 18年以内
お使いみち 入学金、授業料、教科書代、アパート･マンションの敷金･家賃など
ご返済方法 毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
保　　　証 （公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

（※）教育ローンも事業資金もインターネットでお申込が可能です。詳しくは公庫 HPをご覧ください。

詳しくは、ＨＰ 教育ローンコールセンター

までお問い合わせください。または 
で検索

国の教育ローン

0570-008656
☎(03)5321-8656または

観光土産品　認証マークについて

従業員の万一の労働災害や予期せぬ失業
に備え、労働保険の加入は欠かせません。
商工会では、労働保険の事務委託を行って
います。労働保険（労災保険・雇用保険）
の加入や更新など諸手続きを商工会で行っ
ていただくことができます。一人親方保険も取り扱っています。
受注や人材確保を考える上でも、労働保険の加入の必要性は、
ますます高まっています。
労働保険の加入には、商工会の事務委託をご利用ください！

労働保険に加入しましょう
労働保険の事務委託は、商工会へ！

特別加入や一人親方保険への加入も可能です！

商工会労働保険事務委託

中小企業の事業主の皆さまへ

月６０時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます

２０２３年４月１日から

◆改正のポイント→中小企業の月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金率が５０％になります

◆深夜・休日労働の取扱い

◆代替休暇

１か月の時間外労働
１日８時間・１週 時間
を超える労働時間

時間以下 時間超

大企業

中小企業

１か月の時間外労働
１日８時間・１週 時間
を超える労働時間

時間以下 時間超

大企業

中小企業

（ 年３月 日まで）

月 時間超の残業割増賃金率
大企業は ％（ 年４月から適用）

中小企業は ％

（ 年４月１日から）

月 時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに ％
※中小企業の割増賃金率を引き上げ

➢ 年４月１日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。

深夜労働との関係

月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50％以上の率
で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

　月60時間を超える時間外労働を深夜（22：00～5
：00）の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率
25%＋時間外割増賃金率50%=75%となります。

　月60時間を超える法定時間外労働を行った労働
者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の
支払の代わりに有給の休暇（代替休暇）を付与す
ることができます。

◆就業規則の変更

　割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変
更が必要となる場合があります。

休日労働との関係

　時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行
った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に
行った労働時間は含まれます。
（※）法定休日労働の割増賃金率は35%です。

労 

務

無料個別相談会随時受付中
わからないことはすぐに解決しましょう！

愛知県大河ドラマ「どうする家康」

観光推進協議会からのお知らせ

守山商工会では、定例にて各種専
門分野の個別相談会を開催してお
りますので、お気軽にご利用下さ
い。（要予約） ※相談員の都合によ
り日程が変更になる場合がござい
ますので、必ず予約してからご相
談にお越し下さい。

運転資金、設備資金、開業資金など
資金繰りの相談にご利用下さい。

日本政策金融公庫 毎週火曜日 13時～15時
日本政策金融公庫 名古屋中支店担当者

毎週第2木曜日 13時～15時
名古屋市小規模事業金融公社担当者

名古屋市小規模事業金融公社

月2回不定期 10時～16時
税理士 岸本 寛子

随時受付
社会保険労務士 松下 操

毎月第3金曜日  13時～16時
愛知県弁護士会

相続・贈与・譲渡・法人税に関することなど

労使関係のトラブル、各種助成金の申請など

取引先とのトラブル、権利関係など

金 

融

税 

務

法 

律
懇切
丁寧
懇切
丁寧

秘密
厳守
秘密
厳守

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」　　　　　　がおサポート！
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。

ご 融 資 額 お子さま１人あたり 350万円以内

※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得132万円）以内
の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得
356万円）以内の方」は、年1.55％（令和４年11月１日現在）

　愛知県、県内市町及び観光団体等は、2023年大河ドラ
マ「どうする家康」の放送を契機に、本県の「武将観光」を
全国に広くPRし、観光誘客の拡大と周遊観光の促進を図
るため、「愛知県大河ドラマ『どうする家康』観光推進協議
会（以下、協議会）」を2022年2月に設立しました。
　協議会では、観光誘客と県内周遊観光を促進するとと
もに、本県の観光土産品の販売を促進するため、ロゴマ
ーク及びキャラクターのデータを事業者の皆様に無償で
提供いたします。
　利用を希望する事業者の皆様は、
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kanko/ieyasul
ogo-shinsei.htmlをご確認ください。

金　　　利 年1.95％　固定金利

ご返済期間 18年以内
お使いみち 入学金、授業料、教科書代、アパート･マンションの敷金･家賃など
ご返済方法 毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
保　　　証 （公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

（※）教育ローンも事業資金もインターネットでお申込が可能です。詳しくは公庫 HPをご覧ください。

詳しくは、ＨＰ 教育ローンコールセンター

までお問い合わせください。または 
で検索

国の教育ローン

0570-008656
☎(03)5321-8656または

観光土産品　認証マークについて

従業員の万一の労働災害や予期せぬ失業
に備え、労働保険の加入は欠かせません。
商工会では、労働保険の事務委託を行って
います。労働保険（労災保険・雇用保険）
の加入や更新など諸手続きを商工会で行っ
ていただくことができます。一人親方保険も取り扱っています。
受注や人材確保を考える上でも、労働保険の加入の必要性は、
ますます高まっています。
労働保険の加入には、商工会の事務委託をご利用ください！

労働保険に加入しましょう
労働保険の事務委託は、商工会へ！

特別加入や一人親方保険への加入も可能です！

商工会労働保険事務委託

中小企業の事業主の皆さまへ

月６０時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます

２０２３年４月１日から

◆改正のポイント→中小企業の月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金率が５０％になります

◆深夜・休日労働の取扱い

◆代替休暇

１か月の時間外労働
１日８時間・１週 時間
を超える労働時間

時間以下 時間超

大企業

中小企業

１か月の時間外労働
１日８時間・１週 時間
を超える労働時間

時間以下 時間超

大企業

中小企業

（ 年３月 日まで）

月 時間超の残業割増賃金率
大企業は ％（ 年４月から適用）

中小企業は ％

（ 年４月１日から）

月 時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに ％
※中小企業の割増賃金率を引き上げ

➢ 年４月１日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。

深夜労働との関係

月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50％以上の率
で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

　月60時間を超える時間外労働を深夜（22：00～5
：00）の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率
25%＋時間外割増賃金率50%=75%となります。

　月60時間を超える法定時間外労働を行った労働
者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の
支払の代わりに有給の休暇（代替休暇）を付与す
ることができます。

◆就業規則の変更

　割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変
更が必要となる場合があります。

休日労働との関係

　時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行
った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に
行った労働時間は含まれます。
（※）法定休日労働の割増賃金率は35%です。

労 

務

無料個別相談会随時受付中
わからないことはすぐに解決しましょう！

愛知県大河ドラマ「どうする家康」

観光推進協議会からのお知らせ

守山商工会では、定例にて各種専
門分野の個別相談会を開催してお
りますので、お気軽にご利用下さ
い。（要予約） ※相談員の都合によ
り日程が変更になる場合がござい
ますので、必ず予約してからご相
談にお越し下さい。

運転資金、設備資金、開業資金など
資金繰りの相談にご利用下さい。

日本政策金融公庫 毎週火曜日 13時～15時
日本政策金融公庫 名古屋中支店担当者

毎週第2木曜日 13時～15時
名古屋市小規模事業金融公社担当者

名古屋市小規模事業金融公社

月2回不定期 10時～16時
税理士 岸本 寛子

随時受付
社会保険労務士 松下 操

毎月第3金曜日  13時～16時
愛知県弁護士会

相続・贈与・譲渡・法人税に関することなど

労使関係のトラブル、各種助成金の申請など

取引先とのトラブル、権利関係など

金 

融

税 

務

法 

律
懇切
丁寧
懇切
丁寧

秘密
厳守
秘密
厳守

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」　　　　　　がおサポート！
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。

ご 融 資 額 お子さま１人あたり 350万円以内

※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得132万円）以内
の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得
356万円）以内の方」は、年1.55％（令和４年11月１日現在）

　愛知県、県内市町及び観光団体等は、2023年大河ドラ
マ「どうする家康」の放送を契機に、本県の「武将観光」を
全国に広くPRし、観光誘客の拡大と周遊観光の促進を図
るため、「愛知県大河ドラマ『どうする家康』観光推進協議
会（以下、協議会）」を2022年2月に設立しました。
　協議会では、観光誘客と県内周遊観光を促進するとと
もに、本県の観光土産品の販売を促進するため、ロゴマ
ーク及びキャラクターのデータを事業者の皆様に無償で
提供いたします。
　利用を希望する事業者の皆様は、
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kanko/ieyasul
ogo-shinsei.htmlをご確認ください。

金　　　利 年1.95％　固定金利

ご返済期間 18年以内
お使いみち 入学金、授業料、教科書代、アパート･マンションの敷金･家賃など
ご返済方法 毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
保　　　証 （公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

（※）教育ローンも事業資金もインターネットでお申込が可能です。詳しくは公庫 HPをご覧ください。

詳しくは、ＨＰ 教育ローンコールセンター

までお問い合わせください。または 
で検索

国の教育ローン

0570-008656
☎(03)5321-8656または

観光土産品　認証マークについて

従業員の万一の労働災害や予期せぬ失業
に備え、労働保険の加入は欠かせません。
商工会では、労働保険の事務委託を行って
います。労働保険（労災保険・雇用保険）
の加入や更新など諸手続きを商工会で行っ
ていただくことができます。一人親方保険も取り扱っています。
受注や人材確保を考える上でも、労働保険の加入の必要性は、
ますます高まっています。
労働保険の加入には、商工会の事務委託をご利用ください！

労働保険に加入しましょう
労働保険の事務委託は、商工会へ！

特別加入や一人親方保険への加入も可能です！

商工会労働保険事務委託

中小企業の事業主の皆さまへ

月６０時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます

２０２３年４月１日から

◆改正のポイント→中小企業の月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金率が５０％になります

◆深夜・休日労働の取扱い

◆代替休暇

１か月の時間外労働
１日８時間・１週 時間
を超える労働時間

時間以下 時間超

大企業

中小企業

１か月の時間外労働
１日８時間・１週 時間
を超える労働時間

時間以下 時間超

大企業

中小企業

（ 年３月 日まで）

月 時間超の残業割増賃金率
大企業は ％（ 年４月から適用）

中小企業は ％

（ 年４月１日から）

月 時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに ％
※中小企業の割増賃金率を引き上げ

➢ 年４月１日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。

深夜労働との関係

月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50％以上の率
で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

　月60時間を超える時間外労働を深夜（22：00～5
：00）の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率
25%＋時間外割増賃金率50%=75%となります。

　月60時間を超える法定時間外労働を行った労働
者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の
支払の代わりに有給の休暇（代替休暇）を付与す
ることができます。

◆就業規則の変更

　割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変
更が必要となる場合があります。

休日労働との関係

　時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行
った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に
行った労働時間は含まれます。
（※）法定休日労働の割増賃金率は35%です。
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